
【回答】
「木戸川渓谷清掃業務明細書」１の（１）にある『トイレットペーパー・
水石鹸等の確認補給』については、「木戸川渓谷清掃業務委託仕様書」３
の（１）④に『作業に必要な資材・器具・用具等は一切受託者の負担』と
あることからも、受託者の負担によりトイレットペーパー等を補給してい
ただくようになります。


